
返還が完了するまで大切に保管、利用してください。
就学資金は貸与されたものです。最後まで責任をもって返還しましょう。

就 学 資 金 の て び き

公益財団法人  島 根 県 育 英 会
ＴＥＬ　０８５２－２８－１９８１　ＦＡＸ　０８５２－２６－２０８９
ＵＲＬ  https://www.shimane-ikuei.or.jp
メールアドレス　info@shimane-ikuei.or.jp
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〒６９０－０８８７　松江市殿町８番地３
　　　　　島根県市町村振興センター３階
ＴＥＬ　０８５２－２８－１９８１　ＦＡＸ　０８５２－２６－２０８９
メールアドレス　info@shimane-ikuei.or.jp
ＵＲＬ　https://www.shimane-ikuei.or.jp

　公益財団法人島根県育英会（以下「育英会」という）があなたに貸与した就学資金
は、あなたが入学された学校の最短修業年限を終了した翌月（中途で退学または転学
をした場合はその翌月）から、貸与を受けた金額の100分の120に相当する額を、元
利均等月賦により120月の期間で返還していただきます。（島根県育英会就学資金貸
与規程第12条第1項）
　この就学資金は、先輩であるあなたからの返還金を直ちに後輩の就学資金として貸
与する仕組みです。定められたルールに従い必ず返還してください。
　この「てびき」は、返還開始前にしなければならない手続きと、返還期間中に住所
などに異動を生じた場合の手続きについて記載してあります。また、手続きに必要な
様式が示してあるので、必要時にコピーして使用するか、育英会のホームページから
ダウンロードして使用してください。
　届出や電話照会の際には、必ず本人の就学生番号と氏名が分かるようにしてくださ
い。
　なお、てびきの記載内容は変更される場合があります。最新の内容は、育英会のホ
ームページ等で確認してください。

公益財団法人　島根県育英会

（２０２５．１0）

【育英会ＨＰ】 【奨学生（貸与中
　　・返還中）の方へ】

【就学資金関係の様式】
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就 学 資 金 の て び き

就 学 生 番 号

氏　　　　　名

借　用　金　額

初回返還年月

最終回返還年月

第一連帯保証人

第二連帯保証人

島就第　　　－　　　－　　　号

就学資金覚え書き

１　入学前に貸与を受ける場合（規程第９条、11条、13条）

　入学前に就学資金の貸与を受ける場合は、学校の合格通知書を提出してください。
　なお、入学後には直ちに在学証明書を提出しなければなりません。
　また、学校に入学しなかった場合には、就学生異動届を提出するとともに速やかに全額返
還しなければなりません。

２　就学生異動届の提出（就学資金返還開始前＝在学中）（規程第11条）

　次の事由が生じた場合は、直ちに就学生異動届（様式４）を提出してください。
　就学生異動届には、本人の自筆での記入に加え、第一連帯保証人か第二連帯保証人のいず
れかの自筆での記入が必要です。
　なお、次の⑺の場合は、就学資金返還者異動届・１（連帯保証人変更届）も、⑻の場合は、
就学資金返還者異動届・２（住所等記載事項変更届）（いずれも様式７）も提出してください。
⑴　第２条第３項に定める学校に入学しなかったとき
⑵ 　休学（修得単位に加算される留学を除く。以下同じ。）をするとき又は休学中の者が復
学をするとき
⑶　転学をするとき
⑷　退学をするとき
⑸　退学の処分を受けたとき
⑹　停学その他の処分を受けたとき
⑺　連帯保証人を変更する必要が生じたとき

　第一連帯保証人又は第二連帯保証人を死亡その他の事由で変更する場合は、育英会（☎ 
0852‒28‒1981）までお問い合わせください。
　就学生異動届にあわせて、本人及び変更後の連帯保証人の自筆での記入と押印（実印、
印鑑登録証明書添付）による就学資金返還者異動届・１（連帯保証人変更届）（様式７）（以
下「返還者異動届・１」という。）の提出が必要となります。
　※印鑑登録証明書は発行から３か月以内の原本

返還誓約書の
内容をメモして
おきましょう（　　　　　　）
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⑻　本人又は連帯保証人の住所変更等があったとき
　住所や氏名等に変更があった場合は、その都度、就学生異動届にあわせて、就学資金返
還者異動届・２（住所等記載事項変更届）（様式７）（以下「返還者異動届・２」という。）
を提出してください。返還者異動届・２は、変更のある者の各欄を記入もれのないよう自
筆で記入し、本人欄は本人の変更事項がない場合でも自筆での記入が必要です。書類の提
出にあわせて、変更内容により次の書類を添付してください。
　・住所変更の場合は住民票を添付する
　・姓変更の場合は戸籍抄本を添付する
　　　※いずれの添付書類も発行から３か月以内の原本

３　就学資金の返還（規程第12条第１項）

　就学資金の返還は、就学生として入学した学校の最短修業年限を終了した翌月（中途で
退学又は転学をした場合はその翌月）から、貸与を受けた金額の 100 分の 120 に相当する
額を元利均等月賦により 120 月の期間で返還しなければなりません。
　◇ 100万円の場合：毎月１万円の120回返還　→　120万円
　◇ 　50万円の場合：毎月５千円の120回返還　→　60万円
　◇ 　30万円の場合：毎月３千円の120回返還　→　36万円　など

４　就学資金の返還方法（規程第12条第２項）

　⑴  　就学資金の返還は、金融機関の口座振替によると定められており、返還金の振替口座を
どこに開設するか、提示の金融機関（７機関）のうちから指定してください。

　　　なお、振替口座は本人名義のものとします。
【金融機関、口座振替手数料一覧】

金融機関名 口座振替
手数料 金融機関名 口座振替

手数料
山陰合同銀行 ５５円 日本海信用金庫 ５５円
島根銀行 ５５円 西中国信用金庫 ５５円
しまね信用金庫 ５５円 ゆうちょ銀行 ３３円
島根中央信用金庫 ５５円 ※手数料は変更になる場合があります。

（例えば、毎月 10,000 円の割賦金をゆうちょ銀行で返還の場合は、10,033 円が口座から引き落
としとなります。）
　⑵ 　希望する金融機関が決まりましたら、「預（貯）金口座振替依頼書　自動払込利用申込書

収」に必要事項を記入し、３枚とも、育英会へ提出してください。（直接、金融機関には提
出しないでください。）

　　　記入にあたっては、17 ページの記入例を参照してください。
　⑶ 　口座振替手数料は本人負担となっており、返還金額とあわせて振り替えとなります。消

費税を含む口座振替手数料は、前述の【金融機関、口座振替手数料一覧】のとおりです。
　　※ 　口座振替手数料は状況により変更することがあります。育英会のホームページ等で確

認してください。
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　⑷ 　口座振替日は、毎月15日（その日が金融機関休業日のときは、翌営業日）です。その日
にあなたが指定した金融機関の預貯金口座から、返還金（と金融機関の振替手数料）を振
り替えますので、残高不足にならないよう留意してください。
　残高不足の場合は、次回振替日に次回返還金とあわせて振り替えることになります。

５　返還期間中の手続

　⑴　就学資金返還者異動届の提出（規程第19条）

ア　連帯保証人を変更する必要が生じたとき
　第一連帯保証人又は第二連帯保証人の死亡その他の事由で変更する場合は、育英会
（☎ 0852‒28‒1981）までお問い合わせください。
　本人及び変更後の連帯保証人の自筆での記入と押印（実印、印鑑登録証明書添付）に
よる返還者異動届・１の提出が必要となります。
　　※印鑑登録証明書は発行から３か月以内の原本
イ　本人又は連帯保証人の住所変更等があったとき
　住所や氏名等に変更があった場合は、その都度、返還者異動届・２を提出してください。
返還者異動届・２は、変更のある者の各欄を記入もれのないよう自筆で記入し、本人欄は
本人の変更事項がない場合でも自筆での記入が必要です。書類の提出にあわせて、変更内
容により次の書類を添付してください。
　・住所変更の場合は住民票を添付する
　・姓変更の場合は戸籍抄本を添付する
　　　※いずれの添付書類も発行から３か月以内の原本

　⑵　振替口座を変更する場合の手続
　返還金振替口座を変更するには、書類を提出する必要があります。
　振替口座を変更する必要が生じたときは、育英会に連絡してください。「預（貯）金口
座振替依頼書　自動払込利用申込書収」を送ります。
　なお、新口座の振替開始が可能となるまでは、旧口座から振り替えますので、それまで
解約しないでください。金融機関との口座変更手続きが完了し次第通知します。

６　繰上げ返還（規程第15条）

　就学資金の繰上げ返還は、返還未済額の全額を一括返還する場合に限り認められます。そ
の場合、返還開始前（在学期間）の据置期間中に係る利息分も含むものとします。
　繰上げ返還を希望するときは、育英会に連絡してください。育英会の指定する返還日にあ
なたの口座から引き落としができるよう振替金額の変更処理を行います。

７　返還猶予（規程第16条）

　特定の事由がある場合に限り、２年以内を限度として就学資金の返還猶予が認められます。
　特定の事由とは次の場合で、それぞれ（　）内の証明書等が必要です。
　⑴ 　大学院、専門学校等、規程第２条第３項に定める学校又は専修学校の高等課程に入学し

たとき（入学許可証の写し。後日在学証明書）
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　⑵　生活保護法に基づく被保護者となったとき（生活保護受給証明書）
　⑶ 　災害又は傷病により就学資金の返還が著しく困難になったとき（り災証明書等又は診断

書等）
　⑷ 　そのほか、やむを得ない事由により就学資金の返還が著しく困難になったとき（証明す

る書類について、育英会に事由を説明し相談すること）
　返還猶予を希望する場合は、育英会に連絡をし、指示を受けて、就学資金返還猶予願（様
式６）に、猶予を要する事由を証する書類を添付して提出してください。
　返還猶予が認められた場合は、認められた期間終了の翌月から返還開始となります。

８　滞納者に対する返還金の督促

　貸与した就学資金の返還は、あなたが責任をもって行わなければなりません。あなたが返
還しなければ、第一連帯保証人や第二連帯保証人に請求します。

　⑴ 　滞納者に対しては、文書や電話による督促のほか、自宅や勤務先へ集金と今後の返還方
法の相談のために訪問することもあります。

　⑵ 　約束の返還期日を過ぎて滞納した場合は、延滞金を徴することになります。（規程第 17
条）

　⑶ 　滞納者は、返還残額（返還期日が来ていない額の全部と滞納分）を一括して返還しなけ
ればならない場合があります。（規程第 14 条）

　⑷ 　滞納者には、支払督促の申立てから強制執行に至るまでの法的手続きをとることがあり
ます。
　なお、この場合手続きにかかった費用は滞納者の負担になります。

　⑸　返還金は、返還期日が過ぎているかどうかにより充当順位があります。（規程第 18 条）

９　時効についての確認事項

　就学生又は連帯保証人のいずれかに時効の完成猶予又は時効の更新事由が生じたときは、
その効力は当該事由の生じた者以外の就学生又は連帯保証人にも及ぶこととします。

10　管轄の合意

　民事訴訟法第 11 条に基づき、この契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、
公益財団法人島根県育英会の住所地を管轄する裁判所とします。

11　返還完了のお知らせ

　就学資金の返還が完了したときは、そのことを本人に通知します。返還誓約書（借用証書）
の返却を希望される場合は、育英会（☎ 0852‒28‒1981）にお申し出ください。申し出がな
い場合は、育英会で一定期間保管し、厳正に廃棄します。

12　その他

　以上の説明は、特殊な事例の手続き等については省略してあります。このてびきの「公益
財団法人島根県育英会就学資金貸与規程」を参照してください。
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公益財団法人島根県育英会就学資金貸与規程

目次
　第１章 総則（第１条～第４条）
　第２章 就学資金の貸与の申請、選考、決定等（第５条～第９条）
　第３章 就学資金の貸与等及び貸与期間中の報告等（第10条～第11条）
　第４章 就学資金の返還等及び返還期間中の報告等（第12条～第20条）
　第５章 就学資金の返還免除及び手続（第21条～第23条）
　第６章 補則（第24条）
　附　則

第１章　総　　則

（趣旨）

第１条　この規程は、公益財団法人島根県育英会定款（平成23年４月１日施行）第３条に規定
する目的を達成するため、本県出身の優秀な学生等で経済的な理由により修学困難な人に対
し、一時金を貸与するために必要な手続等を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条　この規程において「就学資金」とは、入学時の経済的負担を軽減するために貸与する
一時金をいう。
２　この規程において「就学生」とは、就学資金の貸与を受ける人をいう。
３　この規程において「学生等」とは、次の各号のいずれかの学校（通信による教育課程及び
別科（理事長が別に定めるものを除く。）を除く。）に入学しようとする本県出身の優れた学
生又は生徒であって、修学に耐えることができる心身を有し、かつ、経済的理由により修学
が困難である人をいう。
⑴　大学院
⑵　大学
⑶　短期大学
⑷　高等専門学校の第４学年及び専攻科
⑸　専修学校の専門課程（外国の大学の日本分校を除く。）
４　この規程において「本県出身」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
　⑴　学生等の住所が島根県内に通算して５年以上ある場合
　⑵　父母又はこれに代わる人の住所が島根県内にある場合
　⑶　前２号に準ずる人として選考委員会において特に認めた場合

（就学資金の額及び利息）

第３条　就学資金の貸与額は、30万円、40万円、50万円、60万円、70万円、80万円、90万円又
は100万円のうち、就学生がいずれかを選択し、理事長が決定した額とする。
２　就学資金は利息付きとする。

（連帯保証人）

第４条　就学資金の貸与を受けようとする学生等（以下「就学生志望者」という。）は、連帯
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保証人２人を立てなければならない。
２　前項の連帯保証人は、次の各号のとおりとする。
　⑴　第一連帯保証人　本人の父母又はこれに代わる独立の生計を営む身元確実な成年者
⑵　第二連帯保証人　当該年度の４月１日における年齢が65歳以下の人で独立の生計を営む
身元確実な成年者

３　理事長は、必要があると認める場合は、就学資金の貸与を受けた学生等に対し、連帯保証
人の追加又は連帯保証人の変更を求めることができる。

第２章　就学資金の貸与の申請、選考、決定等

（就学生願書の提出）

第５条　就学生志望者は、第一連帯保証人と連署の上、別に定める就学生願書（以下「就学生
願書」という。）を別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。

２　前項の規定により提出する就学生願書には、次の各号の書類を添付しなければならない。
⑴　就学生志望者の属する世帯の全員に係る所得を証する書類（以下「所得証明書」とい
う。）

　⑵　個人調査報告書又は学業成績表（以下「調査書等」という。）
３　調査書等は、次の各号の就学生志望者に応じ当該各号に定める学校等の長が証明したもの
でなければならない。
⑴　高等学校を卒業した人（卒業見込みの人を含む。）　当該高等学校の長
⑵　第２条第３項に定める学生等である人　当該学校等の長
⑶　高等専門学校の第３学年に在学する人又は高等専門学校を卒業した人（卒業見込みの人
を含む。）　当該高等専門学校の長
⑷　専修学校の高等課程を卒業した人（卒業見込みの人を含む。）　当該専修学校の長

（大学入学資格検定及び高等学校卒業程度認定試験合格者の願書の提出の特例）

第６条　就学生に採用されることを志望する大学入学資格検定及び高等学校卒業程度認定試験
合格者は、就学生願書（第一連帯保証人と連署したもの）に所得証明書と大学受験等に必要
な大学入学資格検定合格成績証明書（大学入学資格検定規程第 10 条第２項に定める検定合
格成績証明書をいう。）又は高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書（高等学校卒業程度
認定試験規則第 10 条第２項に定める認定試験合格成績証明書をいう。）を添えて、別に定め
る期日までに理事長に提出しなければならない。

（就学生願書の取下届の提出等）

第７条　就学生願書を提出した人（以下「出願者」という。）は、就学生願書の提出後就学生
の決定通知を受ける日の前日までに別に定める就学生願書取下届を理事長に提出することに
より、就学生願書を取下げることができる。
２　出願者が、入学しなかった場合は、直ちに、その旨を理事長に連絡するものとする。

（就学生の選考及び決定）

第８条　選考委員会は、出願者のうち、特に優れた学生等で経済的理由により著しく修学が困
難である人を選考するものとする。
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２　前項の規定により行われる選考は、次の各号の判定に基づくものとする。
⑴　特に優れた学生等であるかどうかについての総合判定
⑵　著しく修学が困難であるかどうかについての判定
３　就学生は、選考委員会の議を経て理事長がこれを決定する。
４　理事長は、前項の規定により就学生を決定した場合は、出願者に文書で通知するものとす
る。

（就学資金返還誓約書（借用証書）等の提出）

第９条　就学生の決定通知を受けた学生等は、直ちに、別に定める就学資金返還誓約書（借用
証書）（第一連帯保証人及び第二連帯保証人と連署、押印したもの。以下「返還誓約書」という。）
を理事長に提出しなければならない。
２　返還誓約書を提出する場合は、学校の合格通知書又は在学証明書、就学生本人の住民票抄
本又は印鑑登録証明書並びに第一連帯保証人及び第二連帯保証人の印鑑登録証明書を添付し
なければならない。
３　前項の場合において、合格通知書により手続きを行った学生等は、入学後に速やかに在学
証明書を理事長に提出しなければならない。

第３章　就学資金の貸与等及び貸与期間中の報告等

（就学資金の交付）

第10条　理事長は、前条に規定する返還誓約書を受理したときは、遅滞なく就学資金を交付す
るものとする。
２　就学資金の交付は、金融機関に委託して交付する。

（就学生異動届）

第11条　就学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、第一連帯保証人又は第二
連帯保証人と連署の上、別に定める就学生異動届を理事長に提出しなければならない。
⑴　第２条第３項に定める学校に入学しなかったとき。
⑵　休学（修得単位に加算される留学を除く。以下同じ。）をするとき又は休学中の人が復
学をするとき。
⑶　転学をするとき。
⑷　退学をするとき。
⑸　退学の処分を受けたとき。
⑹　停学その他の処分を受けたとき。
⑺　第一連帯保証人又は第二連帯保証人を死亡その他の事由により変更しようとするとき。
⑻　返還誓約書に記載した事項に変更があったとき。

第４章　就学資金の返還等及び返還期間中の報告等

（就学資金の返還）

第12条　就学資金を返還しようとする人（以下「就学資金返還者」という。）は、就学生とし
て入学した学校の最短修業年限を終了した翌月（中途で退学又は転学をした場合はその翌
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月）から、貸与を受けた金額の100分の120に相当する額を元利均等月賦により120月の期間
で返還しなければならない。
２　就学資金の返還は、別に定める金融機関の口座振替の方法によらなければならない。
３　就学資金返還者が島根県奨学金返還助成制度の対象者となったときは、理事長が別に定め
るところにより、返還すべき就学資金の全部又は一部を助成することができる。
４　就学資金返還者の申し出により理事長が必要と認めるものについては、別の返還期間及び
返還方法を指示することができる。

（入学しなかった場合の返還）

第13条　就学生が就学資金の貸与を受けた後、学校に入学しなかった場合には、理事長に就学
生異動届を提出するとともに、速やかに貸与を受けた就学資金の全額を一括して返還しなけ
ればならない。
２　第３条第２項の規定にかかわらず、前項の返還金には、利息を付さないものとする。
３　入学しなかった場合で、一括返還が困難と認められる場合には、理事長は就学生の申し出
により、分割による返還を認めることができる。
４　前項の場合には、貸与を受けた金額の100分の120に相当する額を元利均等月賦により120
月の期間で返還しなければならない。

（就学資金の全部返還）

第14条　就学資金返還者が支払能力を有しているにもかかわらず、割賦金の額の返還を著しく
怠ったと理事長が認める場合は、理事長が指定する期日までに返還未済額の全部を返還する
よう文書で請求する。

（就学資金の繰上げ返還）

第15条　就学資金返還者は、貸与を受けた就学資金を返還未済額全額（据置期間中に係る利息
を含む。）に繰り上げて返還することができる。

（就学資金の返還猶予）

第16条　就学資金返還者が次の各号の事由により貸与を受けた就学資金の返還猶予を希望する
場合は、別に定める就学資金返還猶予願にその事由を証する書類を添えて理事長に提出しな
ければならない。
⑴　第２条第３項各号に定める学校又は専修学校の高等課程に入学したとき。
⑵　生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく被保護者となったとき。
⑶　災害又は傷病により就学資金の返還が著しく困難になったとき。
⑷　そのほか、止むを得ない事由により就学資金の返還が著しく困難になったとき。
２　理事長は、就学資金の返還を猶予する必要があると認めたときは、２年以内の期間（就学
資金返還者が前項第１号の事由に該当する場合で理事長が認めたときにあっては、理事長が
認める期間）を限度として返還の猶予をすることができる。
３　理事長は、前項の規定により就学資金の返還猶予をした場合は、本人にその旨を文書で通
知する。
４　理事長は、第１項に定める事由により就学資金の返還の猶予をしている期間中に特に必要
があると認める場合は、その事由を証する書類を提出させることができる。
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（割賦金に係る延滞金）

第17条　就学資金返還者が割賦金の返還を延滞したときは、延滞金を徴するものとする。ただ
し、割賦金が返還期日から起算して１月を経過する日（当該期日が金融機関の休業日である
場合において、その翌営業日を期限とするものを含む。）までに返還され、かつ、当該割賦
金の延滞が発生した時点において、当該割賦金に係る就学資金の他の割賦金の返還を延滞し
ていない場合にあっては、この限りではない。
２　前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金（就学資金については利息を除
く。）の額に返還期日の翌日から返還した日までの日数に年（365日当たり）５パーセント
の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、就学資金返還者が割賦金の返還を延滞したこ
とにつき災害、傷病その他真にやむを得ない事由があると認められるときは、その延滞金を
減免することができる。

（返還金の充当）

第18条　就学資金返還者から返還金の支払があった場合は、返還期日の早く到来したものから
充当する。

（就学資金返還者の異動届）

第19条　就学資金返還者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、別に定める異動
届を理事長に提出しなければならない。この場合においては、第９条第２項に準ずる書類を
添付しなければならない。
⑴　第一連帯保証人又は第二連帯保証人を死亡その他の事由により変更しようとするとき
⑵　返還誓約書に記載した事項に変更があったとき

（死亡届の提出）

第20条　現に就学生である人又は就学資金返還者が死亡した場合は、相続人又は第一連帯保証
人若しくは第二連帯保証人は、直ちに、別に定める死亡届に死亡事実が記載された証明書等
を添付して理事長に提出しなければならない。

第５章　就学資金の返還免除及び手続

（返還免除）

第21条　理事長は、現に就学生である人又は就学資金返還者が死亡又は心身障害により就学資
金の返還ができなくなった場合において、相続人又は第一連帯保証人若しくは第二連帯保証
人の何れにも返還能力がないと認めるときは、当該就学生又は当該就学資金返還者が貸与を
受けた就学資金の返還未済額の全額又は一部の額の返還を免除することができる。

（返還免除の手続）

第22条　就学生であった人又は相続人、第一連帯保証人若しくは第二連帯保証人が就学資金の
返還免除を受けようとする場合は、第一連帯保証人又は第二連帯保証人と連署の上、別に定
める就学資金返還免除願を理事長に提出しなければならない。
２　就学資金返還免除願には、次の各号による書類を添付しなければならない。
⑴　死亡によるときは、個人事項証明書その他公的な証明書
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⑵　心身の障害によるときは、当該障害の事実及び程度を証する医師等の診断書並びに返還
できなくなった事情を証する書類

（返還免除の決定）

第23条　就学資金返還免除願の提出があった場合は、理事会がこれを審査のうえ返還免除を行
うかどうかの決定をするものとする。
２理事長は、前項の決定があった場合は、就学資金返還免除願を提出した人に文書で通知する
ものとする。

第６章　補　　則

（実施細目）

第24条　この規程の実施に関し必要な事項及び各種様式は、理事長が別に定める。

　　附　則
（実施期日）
　この規程は、平成14年４月２日から施行し、平成14年度決定に係る就学生から適用する。
　　附　則
（施行期日）
　この規程は、平成17年４月１日から施行し、平成17年度決定に係る就学生から適用する。
　　附　則
　この規程は、平成22年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程は、平成25年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程は、平成27年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程は、平成28年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程は、平成29年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程は、平成30年７月１日から施行する。
　　附　則
　この規程は、理事会の承認のあった日から施行し、令和２年８月１日から適用する。
　　附　則
　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
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　下記の事項に異動が生じましたので、公益財団法人島根県育英会就学資金貸与規程第１１条
の規定により届け出ます。

（⑺、⑻の場合は、就学資金返還者異動届・１又は２（様式７）も提出してください。）

記

平成　　年　　月　　日

公益財団法人島根県育英会　理事長　様

１　異　動　事　項（該当の個所を○で囲んでください。）
⑴　第２条第３項に定める学校に入学しなかったとき
⑵　休学・復学（平成　　年　　月　　日付、休学期間　　　　　　　　　　）
⑶　転学（平成　　年　　月　　日付）
⑷　退学（平成　　年　　月　　日付）
⑸　退学処分（平成　　年　　月　　日付）
⑹　停学その他の処分（平成　　年　　月　　日付）
⑺　就学資金返還誓約書記載の第一連帯保証人又は第二連帯保証人を変更する。
⑻　就学資金返還誓約書の本人又は第一連帯保証人若しくは第二連帯保証人の記載事項に変
更が生じた
⑼　その他

就学生番号　　島就第　　－　　－　　　号

第　　連帯保証人

住 所

氏 名
電 話 番 号

〒　　　－

住 所

氏 名
電 話 番 号

〒　　　－

２　上記の異動事項が生じた理由

（２０２５．１０）

就学生異動届

様式４（規程第11条関係）
※各自が自筆で記入してください。
※ 黒か青のボールペンを使って記入してください。字を消すことができたり、温度の変化により字が消えるボール
ペンは使用できません。
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就学資金返還猶予願

出身学校名
就学生番号　島奨第　　　－　　　－　　　号
就学生の氏名

次のとおり就学資金の返還を猶予していただきたいのでお願いします。

１　猶予の希望期間　　　　　　　年　　月　　日から
　　（２年以内）　　　　　　　　年　　月　　日まで

２　猶予を希望する事由（詳細に）

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　本　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　〒　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　第一連帯保証人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　〒　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　公益財団法人島根県育英会　理事長　様

注）１　猶予を希望する事由を証明する書類を添付する。
　　２　出身学校名は、就学資金の貸与を受けて入学した学校名を記入する。

（２０２５．１０）

様式６（規程第16条関係）
※各自が自筆で記入してください。
※ 黒か青のボールペンを使って記入してください。字を消すことができたり、温度の変化により字が消えるボール
ペンは使用できません。
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（２０２５．１０）

就学資金返還者異動届・１（連帯保証人変更届）

就学生番号

就学生

Eメールアドレス

　私は、公益財団法人島根県育英会の就学生として上記の金額を借用しました。ついては、公益財団法人
島根県育英会就学資金貸与規程の規定を守り、「就学資金のてびき」記載の取扱にしたがい借用金額を返還
することを誓約します。

就

様式７（規程第11条・19条関係）
※各自が自筆で記入してください。
※ 黒か青のボールペンを使って記入してください。字を消すことができたり、温度の変化により字が消えるボール
ペンは使用できません。
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就学資金返還者異動届・２（住所等記載事項変更届）

就学生番号

就学生

　私は、公益財団法人島根県育英会の就学生として上記の金額を借用しました。ついては、公益財団法人島
根県育英会就学資金貸与規程の規定を守り、「就学資金のてびき」記載の取扱にしたがい借用金額を返還す
ることを誓約します。

Eメールアドレス

就

（２０２５．１０）

様式７（規程第11条・19条関係）
※各自が自筆で記入してください。
※ 黒か青のボールペンを使って記入してください。字を消すことができたり、温度の変化により字が消えるボール
ペンは使用できません。
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勤務先（変更）届

年　　　月　　　日
公益財団法人島根県育英会　理事長　様

本
　
　
人

第
一
連
帯
保
証
人

第
二
連
帯
保
証
人

就学生番号

氏 名

住 所

勤 務 先 名

氏 名

住 所

勤 務 先 名

氏 名

住 所

勤 務 先 名

〒　　－

（携帯電話番号）（自宅電話番号）

（電話番号）

（携帯電話番号）（自宅電話番号）

（電話番号）

（携帯電話番号）（自宅電話番号）

（電話番号）

〒　　－

〒　　－

本
人
欄
の
記
入
は
必
須

（
本
人
自
筆
記
入
）

変
更
の
あ
る
人
の
欄
の
み
全
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
ぞ
れ
自
筆
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（２０２５．１０）

※各自が自筆で記入してください。
※本人欄の記入は必須です。
※ 黒か青のボールペンを使って記入してください。字を消すことができたり、温度の変化により字が消えるボール
ペンは使用できません。
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　私は、公益財団法人島根県育英会就学資金貸与規程第12条の規定による就学資金の返還を下記口座から預（貯）
金振替または自動払込によって支払うこととしたいので、預（貯）金口座振替規定を承諾のうえ依頼します。

－預（貯）金口座振替規定－
１.　金融機関に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預（貯）金口座から引落しのうえ支払って下さい。
　この場合、預（貯）金規定または当座勘定規定にかかわらず、預（貯）金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
２.　振替日において請求書記載金額が預（貯）金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む）をこえる
ときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。

３.　この契約を解約するときは、私から金融機関に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり育英会から請求がない
等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、金融機関はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。

４.　この預（貯）金口座振替についてかりに紛議が生じても、金融機関の責めによる場合を除き、金融機関には迷惑をかけません。
５.　ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

預（ 貯 ）金 口 座 振 替 依 頼 書

自 動 払 込 利 用 申 込 書　　　　　　　収

金融機関用

口座振替（自動払込）取扱金融機関　御中
公益財団法人島根県育英会理事長　様

就学生番号 氏名 現住所

返還口座名義人との関係 １.　本人　２. その他（　　　　　　） ＴＥＬ

Ⅰ 返還する口座について

★ゆうちょ銀行以外

★ゆうちょ銀行

銀行・信用金庫　　　　　　　　　　　　　　　　支店

金融機関コード

フリガナ

フリガナ

取扱内容（種目コード）

種別コード 通　　帳　　記　　号 通　帳　番　号（右ヅメで記入）

０１４２０－２－２７９９

公益財団法人島根県育英会

払 込 先
口座番号
払 込 先
加入者名

30

口座名義人

口座名義人

ご　住　所

払　込　日
払込開始
年　　月

年　　　　月

振　替　日 金融機関休業日の場合は翌営業日

新　規（166）・　変　更（166）　・　解　約（176）

島根就学金

金融機関休業日の
場合は翌営業日

15日

15日

種　　　類

支店コード 口　　座　　番　　号
1. 普　通　2. 当　座

3. その他

お届け印

お届け印

の

〒　　　－　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　　　　　　　　）

〒　　　－

就学資金を返還するために利用する口座振替依頼書の記入例
（３枚とも提出）

返還用口座は下記の金融機関の中から選んでください。
口座振替の手数料は就学生本人負担となっています。返還期日に割賦金とあわせて振り替
えます。振替手数料は、消費税を含めて、次のとおりです。

ゆうちょ銀行

島根銀行

島根中央信用金庫

西中国信用金庫

山陰合同銀行

しまね信用金庫

日本海信用金庫

３３円

５５円

５５円

５５円

５５円

５５円

５５円

※手数料は変更になる場合があります。
育英会のホームページ等で確認してください。

就学生番号は正確に

字を消すことができたり、温度の変化により
字が消えるボールペンは使用できません。

就学生本人名義の
口座を記入する

就学生本人名義の
口座を記入する

金融機関コードが
不明なら記入不要

記号、番号は通帳等
で確認のうえ記入

現住所を記入

金融機関お届け印を３枚
すべてに押印すること

金融機関お届け印を３枚
すべてに押印すること

口座番号は通帳等で
確認のうえ記入する

記入不要

現住所を記入

（２０２５．１０）
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就
学
資
金
返
還
誓
約
書

（
借
用
証
書
）

　
私
は
、
公
益
財
団
法
人
島
根
県
育
英
会
の
就
学
生
と
し
て
上
記
の
金
額
を
借
用
し
ま
し
た
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
公
益
財
団
法
人
島
根
県
育
英
会
就
学
資
金
貸
与
規
程
の
規
定
を
守
り
、「
就
学
資
金
の
て
び
き
」記
載
の
取
扱
い
に
し
た
が
い
借
用
金
額
を

返
還
す
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

年
月

日

親
権
者

（
父
）

（
後
見
人
）

親
権
者

（
母
）

住 　 所 氏 　 名 住 　 所 氏 　 名

（
以
下
は
、
就
学
生
が
未
成
年
者
の
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

〒
　
　
　
　
　
─

〒
　
　
　
　
　
─

㊞ ㊞

注
①
　
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
は
、
親
権
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
署
・
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
親
権
者
が
連
帯
保
証
人
で
あ
る
場
合
で
も
、
自
署
・
押
印
し
て
く
だ

さ
い
。

　
②
　
親
権
者
と
は
、
民
法
に
定
め
ら
れ
た
親
権
者
の
こ
と
で
す
。
両
親
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
い
な
い
と
き
は
１
人
と
な
り
ま
す
。

　
③
　
後
見
人
が
い
る
場
合
に
は
、
後
見
人
の
方
が
自
署
・
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
就
学
生
台
帳

２
　
借
用
の
明
細

４
　
返
還
の
方
法

７
　
返
還
誓
約
書
送
付
先

※
就
学
生
番
号

生
年
月
日

氏
　
　
　
　
　
　
　
名

学 校 名

大
学
・
短
期
大
学
・
大
学
院

高
等
専
門
学
校
（
４
年
生
以
上
）

専
修
学
校
（
専
門
課
程
）

学
部
・
学
科

研
究
科

学
校

修
業
年
限

　
　
　
年

入
金
希
望
年
月

返
還
開
始
予
定
年
月

（
最
短
修
業
年
限
の
翌
月
）

※
借
用
金
額
（
元
金
）

①
　
貸
与
を
受
け
た
就
学
資
金
の
返
還
は
、
入
学
し
た
学
校
の
最
短
修
業
年
限
を
終
了
し
た
翌
月
（
中
途
で
退
学
ま
た
は
転
学
し
た
場
合
は
そ
の
翌
月
）

か
ら
返
還
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
　
返
還
の
方
法
は
、
元
利
均
等
割
と
し
、
貸
与
額
の
10
0
分
の
１
相
当
額
の
月
賦
に
よ
り
12
0
月
（
10
年
）
の
期
間
で
返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

③
　
返
還
金
の
納
入
は
、
次
の
希
望
す
る
金
融
機
関
か
ら
の
口
座
振
替
（
口
座
引
き
落
と
し
）
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
　
山
陰
合
同
銀
行
・
島
根
銀
行
・
し
ま
ね
信
用
金
庫
・
島
根
中
央
信
用
金
庫
・
日
本
海
信
用
金
庫
・
西
中
国
信
用
金
庫
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

５
　
時
効
に
つ
い
て
の
確
認
事
項

　
就
学
生
又
は
連
帯
保
証
人
の
い
ず
れ
か
に
時
効
の
完
成
猶
予
又
は
時
効
の
更
新
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
は
当
該
事
由
の
生
じ
た
者
以
外
の

就
学
生
又
は
連
帯
保
証
人
に
も
及
ぶ
こ
と
と
し
ま
す
。

６
　
管
轄
の
合
意
に
つ
い
て

　
民
事
訴
訟
法
第
11
条
に
基
づ
き
、
こ
の
契
約
に
関
す
る
紛
争
の
第
一
審
の
専
属
的
合
意
管
轄
裁
判
所
は
、
公
益
財
団
法
人
島
根
県
育
英
会
の
住
所
地
を

管
轄
す
る
裁
判
所
と
し
ま
す
。

　
就
学
資
金
返
還
誓
約
書
は
、
入
学
す
る
学
校
の
合
格
通
知
書
、
在
学
証
明
書
、
就
学
生
本
人
の
住
民
票
抄
本
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
並
び
に
第
一
連
帯

保
証
人
及
び
第
二
連
帯
保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書
、
預
（
貯
）
金
口
座
振
替
依
頼
書
を
添
え
て
、
次
の
送
付
先
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
入
学
後
は
在
学
証
明
書
を
た
だ
ち
に
提
出
し
、
入
学
し
な
か
っ
た
場
合
は
速
や
か
に
全
額
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

公
益
財
団
法
人
島
根
県
育
英
会

〒
６
９
０
－０
８
８
７

　
松
江
市
殿
町
８
番
地
３
  
島
根
県
市
町
村
振
興
セ
ン
タ
ー
３
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　
０
８
５
２

－２
８

－１
９
８
１

Ｆ
Ａ
Ｘ

　
０
８
５
２

－２
６

－２
０
８
９

（
２０
２４
．１
０
）

円
円

年
　
　
　
月

年
　
　
　
月

３
　
就
学
資
金
振
込
先

※
利
息
額

金
融
機
関
名 口
　
座
　
名
　
義
　
人
（
受
取
人
）

本
・
支
店
名

（
フ
リ
ガ
ナ
）

（
フ
リ
ガ
ナ
）

金
融
機
関
コ
ー
ド
・
店
コ
ー
ド

口
座
番
号

（
返
還
誓
約
書
送
付
先
・
照
会
先
）

借
用
金
額

百
十

万
千

百
十

円

年
　
月
　
日

注
　
裏
面
に
店
番
、
口
座
番
号
、
口
座
名
義
人
の
わ
か
る
も
の

の
コ
ピ
ー
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
○
通
帳
の
表
紙
を
開
い
た
最
初
の
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー

　
○
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
コ
ピ
ー

住 　 所
就
学
生

本
　
人

〒
　
　
　
　
　
─

自
宅
電
話
番
号
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
携
帯
電
話
番
号

自
宅
電
話
番
号
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
携
帯
電
話
番
号

自
宅
電
話
番
号
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
携
帯
電
話
番
号

㊞

氏 　 名

　
②
　
第
一
連
帯
保
証
人
は
、
本
人
の
父
母
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
独
立
の
生
計
を
営
む
身
元
確
実
な
成
年
者
と
し
、
自
署
・
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

　
③
　
第
二
連
帯
保
証
人
は
、
65
才
以
下
で
独
立
の
生
計
を
営
む
身
元
確
実
な
成
年
者
で
、
第
一
連
帯
保
証
人
と
生
計
が
別
の
人
と
し
、
自
署
・
押
印
し
て
く
だ

さ
い
。

　
④
　
連
帯
保
証
人
の
押
印
は
実
印
と
し
、
そ
の
印
鑑
登
録
証
明
書
（
各
１
通
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
フ
リ
ガ
ナ
）

（
フ
リ
ガ
ナ
）

勤
務
先

勤
務
先

勤
務
先
電
話
番
号

勤
務
先
電
話
番
号

公
益
財
団
法
人
島
根
県
育
英
会
　
理
事
長
　
様

第
一
連
帯

保
証
人

本
人
と
の
関
係

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

年
　
　
月
　
　
日
生

勤
務
先
電
話
番
号

自
宅
電
話
番
号
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
携
帯
電
話
番
号

〒
　
　
　
　
　
─

実
印

住 　 所 氏 　 名 勤 務 先

（
フ
リ
ガ
ナ
）

（
フ
リ
ガ
ナ
）

第
二
連
帯

保
証
人

本
人
と
の
関
係

年
　
　
月
　
　
日
生

勤
務
先
電
話
番
号

自
宅
電
話
番
号
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
携
帯
電
話
番
号

〒
　
　
　
　
　
─

実
印

住 　 所 氏 　 名 勤 務 先

（
フ
リ
ガ
ナ
）

注
①
　
※
就
学
生
番
号
は
育
英
会
が
記
入

注
①
　
※
借
用
金
額
（
元
金
）
と
※
利
息
額
は
育
英
会
が
記
入

　
②
　
利
息
額
は
、
在
学
期
間
中
（
据
え
置
期
間
中
）
と
返
還
期
間
中
に
分
か
れ
ま
す
。
　

注
①
　
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
は
、
住
民
票
（
認
印
可
）
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
（
実
印
）
を
添
付
。
成
年
者
の
場
合
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
（
実
印
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
用
】
島
根
県
育
英
会
就
学
資
金

収
入
印
紙

５０
万
円
以
下
は

  
  
　　
　　
４０
０
円

５０
万
円
超
は

  
　　
  
  
  １
千
円
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（
２０
２５
．１
0）


